
令和 6 年度 みんなが主役！地域情報発信業務 仕様書 

 

１ 業務の趣旨・目的 

 本事業は、スポーツ、文化芸術、地域貢献などの分野で活躍する県民や県出身の著

名人にフォーカスするテレビ番組を制作し、県域を放送エリアに含む地上波デジタル

テレビにおいて放映することにより、出演者への共感と関心を高め、活動分野の振興

に寄与するとともに、県民とのコミュニケーションを通じて、奈良県への愛着や誇り

を育むことを目的とする。 

 

２ 業務内容 

（１） 番組の制作 

① 番組の制作条件 

・ 事実に基づいた情報を丁寧に伝えるため、ドキュメンタリー要素を取り入れた

取材や編集を採用すること。このため、番組は堅実で落ち着いた演出とするこ

と。 

② 番組の制作本数 

・ 業務委託期間中に、番組として合計 1２本を制作すること。 

③ 番組の内容構成 

・ 番組の長さは、15 分（正味 13 分）とすること。 

・ 番組は、人物や現地の取材をベースに、オープニング、ＶＴＲ、エンディングで

番組全体をまとめる構成とすること。 

④ 番組の企画 

・ テーマ内容は、事前に県と協議して決定すること。番組の構成は、受注者が案

を作成し、事前に県に提示のうえ協議して決定すること。放送までに台本を作

成し、県と協議を行うこと。 

・ １２本のうち１本以上は奈良県知事が出演する企画内容とすること。 

⑤ 番組の出演者 

・ 知事が出演する企画においては、分野の専門家や著名人などを効果的に起用する

こと。 

・ ナビゲーター、案内人、ナレーション等の方法で出演者を起用する場合は、番組

の趣旨を十分理解し、奈良への愛着・関心の高い奈良とのつながりのある者を起

用するものとし、県と協議のうえ人選すること。 

⑥ 取材・撮影 

・ 毎回 1 回以上の取材を行い、取材映像を番組で使用すること。 

・ 番組の制作に必要な取材、撮影、収録等は、受注者が行うこと。 

・ 取材先との調整は、受注者が県と協力して行うこと。 



⑦ その他 

・ 番組の制作にあたって、県は各工程で指示、確認等を行うものとする。 

 

（２）番組の放送 

・ 番組放送期間は、令和 6 年 5 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日（令和 6 年１２月２９日

～令和 7 年１月 3 日は除く）とする。 

・ 放送期間中、県域を含む放送エリアでの地上波デジタルテレビにおいて放送するこ

と。 

・ 毎月１本を、同一月に 2 回以上放送すること。 

・ 放送期間中、1 か月間の拡大放送月を設け、該当月は番組 2 本を 4 回以上放送する

こと。 

・ 放送時間帯は、土曜日又は日曜日の 1９時から２２時までの間とする。 

・ 視聴の習慣化を図るため、放送する曜日及び時間帯は、毎月同一とすること。但

し、天災事変等やむを得ない事情により、放送する曜日、時間帯等を変更する必要

が生じた場合、又は放送することができない場合は、事前に県へ報告し、県と協議

のうえ対応策を決定すること。 

・ データ放送を行い、番組の放送内容とリンクした情報を掲載すること。 

・ クローズドキャプション（字幕）を挿入すること。 

 

（３）インターネットでの動画配信用データの作成および納品 

・ 県広報広聴課が運用する公式ＳＮＳでの事前告知のため、番組映像を 30 秒程度の

告知配信に適した形式に変更し、放送日の１週間前（土曜日、日曜日若しくは祝日

又は年末年始の場合は、直前の開庁日）までに納品すること。 

・ 県広報広聴課が運用する公式 YouTube チャンネルでの動画配信のため、番組映像

を YouTube 配信に適した形式に変更し、指定する期日までに納品すること。 

・ 各動画の配信期間は原則 1 年以上とする。 

・ インターネットによる動画配信のため、著作権、出演者の肖像権等の権利関係につ

いて所要の手続きを行うこと。 

 

（４） 成果物 

① テレビ放映用データ 

② インターネット配信用データ 

１）事前告知用動画データ(30 秒程度) 

２）アーカイブ配信用動画データ 

③ インターネット配信用動画サムネイル 

④ 奈良県公式 HP 及びその他 SNS 投稿用の画像データ 



⑤ 番組ロゴデータ 

 

（５）広告等の出稿 

・ 県広報広聴課が運用する公式 YouTube チャンネルでの配信動画を視聴者層に効果

的に訴求するため、インターネット広告等を用い、奈良県公式総合チャンネルの周

知、動画再生回数及びチャンネル登録者数の増加に向けた取り組みを行うこと。 

・ インターネット広告の効果測定の指標を提案し、その測定結果を報告すること。 

 

（６）その他 

・ 番組の視聴を促すため積極的な広報に努めること。番組の放送に併せて意見募集

を行う等、番組に関する視聴者意見の聴取に努め、定期的に県に報告すること。 

・ 契約期間内に１回以上の視聴率調査を実施し、その結果を速やかに県に報告する

こと。 

・ 番組の放送時間中に、奈良県が制作する県政スポット CM を放送すること。 

 

３ 委託期間 

  契約締結の日から令和７年３月３１日まで 

 

４ 著作権 

・ 成果物に係る全ての著作権は県に帰属するものとし（著作権法（昭和４５年５月

６日法律第４８号）第２７条及び第２８条に定める権利を含む。）、成果物は、県

が作成するホームページ等に自由に使用できるものとする。 

・ 県が県政広報のために番組映像の加工等を求めた場合は、協議に応じ、可能な限

り対応すること。 

 

５ その他 

・ 放送事故が生じた場合は、受注者において適切に対応するとともに、速やかに県

に報告すること。 

・ 取材・撮影・編集・放送・検収等にかかる費用（出演者等にかかる報酬・謝金、

肖像権及び著作権の処理に要する費用等を含む）は全て受託事業者が負担するこ

と。 

・ 本業務の実施に当たっては、個人情報や著作権、肖像権等の権利関係に十分留意

し、適切に対応すること。また、これらについて手続きが必要な場合は、原則と

して受託事業者で対応すること。 

・ 本業務の目的を達成するため、常に県と打ち合わせの機会を持つこと。 

・ 本仕様に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、県と十分協議して対応するこ



と。 

・ 本業務を受託しようとする者は、別添の遵守事項を理解した上で受託すること。 

 

６ 県の担当部署 

  〒６３０８５０１ 奈良県登大路町３０ 

   奈良県総務部知事公室広報広聴課デジタル広報制作係 

  



 

公契約条例に関する遵守事項 

 

 本業務を受託しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受託すること。 

 

１  奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、

本業務を適正に履行すること。 

 

２  本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。 

 

ア  最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法

第３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、

同条の規定により減額して適用される額をいう。）以上の賃金（労働基準法第 11 条

に規定する賃金をいう。以下同じ。）の支払を行うこと。 

イ  健康保険法第 48 条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意継

続被保険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

ウ  厚生年金保険法第 27 条の規定による被保険者（同条に規定する 70 歳以上の使用

される者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

エ  雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定による

届出を行うこと。 

オ  労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届出を行

うこと。 

 

３  本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者

が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を

周知し、遵守するよう指導すること。 


